
編
集
後
記

編
集
後
記

　
令
和
元
年
12
月
に
中
国
の
武
漢
で
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
報
告
が

さ
れ
て
か
ら
、
も
う
す
ぐ
３
年
を
迎
え

ま
す
。
１
０
０
年
前
に
猛
威
を
振
る
っ

た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
、
終
息
に
３
年
か

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
来
年
に

は
さ
ら
な
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
や
薬
の
開

発
・
流
通
等
に
よ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
前
の

当
た
り
前
の
日
常
が
戻
っ
て
く
る
こ
と

を
信
じ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
設
計
士
ケ
ル
ナ
ー

氏
の
来
日
が
よ
う
や
く
実
現
し
、
あ
ん

な
か
ス
マ
イ
ル
パ
ー
ク
に
念
願
の
遊
具

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
達
が
想

像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
遊
ぶ
こ
と
で
、

た
く
ま
し
く
成
長
し
て
く
れ
る
こ
と
を

期
待
し
ま
す
。�

（
小
林
）

　
議
会
（
本
会
議
）
の
様
子
を
ご
自
宅

の
パ
ソ
コ
ン
や
お
手
持
ち
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
か
ら
も
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。
過
去
の
議
会
映
像
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
録
画
中
継
で
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
映
像
配
信
は
安
中
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
安
中
市
議
会
の
議
会
中
継

へ
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
コ
ー
ド

か
ら
も
安
中
市
議
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

　
次
の
定
例
市
議
会
は
、
11
月
30
日
か

ら
12
月
14
日
ま
で
の
15
日
間
の
会
期
で

開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

◇
30
日
＝
本
会
議
　
開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
等

◇
９
日
＝
本
会
議
　
一
般
質
問

◇
12
日
＝
本
会
議
　
一
般
質
問

◇
14
日
＝
本
会
議
　
委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
採
決
等
、
閉
会

議
会
の
映
像
配
信

議
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信
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連絡先

安中市役所　　�� 議会事務局宛

☎︎382 - 1 1 1 1　　�� 内線�1349番

編集委員

◎柳　沢　浩　之

○長　嶋　陽　子

　櫻　井　ひろ江　松　本　次　男

　金　井　登美雄　小　林　克　行

　遠　間　大　和　罍　　　次　雄

　請願・陳情は、皆さんが市政などについて、直接市議会に要望できる制度です。
【請願書】…�市議会議員の紹介が必要です。所管する委員会での審査後、本会議において採択・不

採択等を議決します。採択を議決した案件は、議会の審査結果として議長から市長等
に対しその旨が送付されます。

【陳情書】…�市議会議員の紹介は必要ありません。議会運営委員会で協議され、所管の常任委員会
に参考配布されます。

〇記載事項（請願書）　　　　　　　　　　　　　　〇様式例（請願書）
１．�件名、要旨および理由ならびに提出年月
日を記載してください。

２．�請願者の住所を記載し署名または記名押
印してください。

３．�請願者が法人の場合は、その名称と所在
地を記載し、代表者氏名を署名または記
名押印してください。

４．�請願書にはその表紙に紹介議員一人以上
の署名または記名押印が必要です。

５．�道路、河川、水路等場所に関するものに
ついては、案内図や略図等を必ずつけて
ください。

※�請願、陳情はいつでも受け付けております。ただし、定例会本会議初日の２日前を過ぎて提出
された場合は、次回定例会での取り扱いとなります。

〈内容〉〈表紙〉

請願・陳情について

令和４年10月28日（14）第75号


